
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１６３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月１５日（木） ０９時４０分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港御幸瀬戸北口 

 広島県尾道市所在の尾道糸崎港吉和西防波堤灯台から真方位１５

４°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２３.４′ 東経１３３°１０.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ナチグロン、５トン未満 

 ２７１－２６５１６広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人３人を乗せ、船長が、操縦席

に座って手動操舵で操船し、尾道水道を毎時約６０km の速力で西進し

た。 

船長は、尾道市の尾道地方合同庁舎を右に見て同市岩子
い わ し

島北東端に

ある緑色のブイ（以下「本件ブイ」という。）を探しながら、毎時約

２０～３０km に減速して左転を開始したが、海面がぎらぎらして本件

ブイを見付けられず、海面に藻を認めたので、機関を停止したが、平

成２５年８月１５日０９時４０分ごろ御幸瀬戸北口の浅所に乗り揚げ

た。 

 本船は、巡視艇によって離礁し、目的地に向かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮流 西流約１.８ノット 

 その他の事項 船長は、本事故発生場所付近を何度も航行した経験があった。 

本件ブイは、高さ約２ｍのポール型の簡易標識であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、尾道水道を西進中、船長が、海面が太陽光を反射して前方

が見えにくく、本件ブイを発見できなかったことから、御幸瀬戸北口

の浅所に向けて航行することとなり、同浅所に乗り揚げたものと考え



 

られる。 

原因  本事故は、本船が、尾道水道を西進中、船長が、海面が太陽光を反

射して前方が見えにくく、本件ブイを発見できなかったため、御幸瀬

戸北口の浅所に向けて航行することとなり、同浅所に乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 船長は、本事故後、位置が確認できないときは、停止して位置の確

認に努めることとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・日差しが強いときに航行する場合、サングラスを使用するなどし

て見張りを適切に行うこと。 

・見張りを行う場合は、双眼鏡を使用することが望ましい。 

 


